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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年６月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１２月１１日 １９時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県喜界
き か い

町上
かみ

嘉
か

鉄
てつ

港西岸（喜界島） 

 シツル埼灯台から真方位２１１°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯２８°１６.５′ 東経１２９°５６.５′） 

事故の概要  漁船第二いくみ丸は、航行中、干出浜に乗り揚げた。 

 第二いくみ丸は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二いくみ丸、３.１トン 

   ＫＧ３－３６９９５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.３２ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１３９.７０kＷ、平成５年９月 

   第２９４－１７８８３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 美
み

海
み

夏
か

丸、３.２トン 

   ＫＧ３－２２８２５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.２０ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、平成２年１２月１２日 

   第２９５－３２０１３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 令和２年７月６日 

    免許証交付日 令和２年７月６日 

           （令和７年７月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年５月２０日 

    免許証交付日 平成２９年１０月２６日 

           （令和５年５月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口、プロペラ翼に折損、舵に曲損 
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 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 不良 

海象：波高 約２.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１２月１１日１７時２７分ごろ（鹿児島県奄美市） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、船長Ａの

指導役である船長Ｂが１人で乗り組むＢ船と共に、令和２年１２月１

１日０６時３０分ごろ、喜界島南西方沖の漁場に向け、奄美市小湊
こみなと

漁

港を出港した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、日中、喜界島南西方沖で漁場を移動しながら

一本釣り漁を行い、１８時３０分ごろ、同漁を終えて就寝することと

し、同沖にあるウガミ礁の南方約２海里（Ｍ）付近で錨泊した。 

 船長Ｂは、錨泊していたＡ船が流されていることに気付き、海上で

は白波が立ち始めて次第に時化
し け

ると思い、抜錨して最寄りの港に入る

ことが安全と考え、船長Ａに上嘉鉄港に向かうのでＢ船の後方に付い

て来るようにと伝えた。 

 船長Ｂは、Ｂ船のオートパイロットに目的地を上嘉鉄港港口付近、

対地速力９.０ノットに設定して航行中、Ａ船がＢ船の後方を２００

ｍ程度離れて付いて来るのを確認し、Ａ船は問題なくＢ船に付いて来

ると思い、Ｂ船内の居室に入って夕飯の支度を始めた。 

 船長Ａは、Ｂ船の灯火（白色全周灯）（以下「本件灯火」という。）

を見ながらＢ船の後方を手動操舵で航行し、操舵室の窓を雨が叩きつ

けるような状態となって周囲が見え難くなり、本件灯火が小さくなっ

て見えなくなりそうになったので、Ｂ船との距離が離れていると感

じ、船長Ｂにゆっくり走ってほしい旨を携帯電話で伝えたものの、Ｂ

船との距離は縮まらず、本件灯火を見失った。 

 船長Ａは、Ｂ船に追い付くつもりで本件灯火を探しながら航行し、

前方に明かりを見付けたので、この明かりが本件灯火と思い込んで航

行を続けたが、１９時３０分ごろ、突然の衝撃音を受け、同時に主機

が停止し、Ａ船が干出浜に乗り揚げたことを認めた。 

 船長Ｂは、上嘉鉄港西側の沖で待機していたところ、船長Ａから事

故の連絡を受け、１１８番通報を行い、Ｂ船を上嘉鉄港西側にある手
て

久津
く つ

久
く

港に係留し、陸地から徒歩で船長Ａを探しに向かい、後に船長

Ａと合流した。 

 船長Ａは、本事故発生後、船長Ｂと合流するつもりで陸地に向けて

歩いていたところ、本件灯火と思い込んでいた明かりが、上嘉鉄港に

設置されている水銀灯の明かり（以下単に「水銀灯の明かり」とい

う。）であり、灯色が橙色であることを認めた。 

 Ａ船は、１２月２３日、タグボート及び起重機船により引き出され

て小湊漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船損傷状 

況①、写真３ Ａ船損傷状況② 参照） 
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 その他の事項  船長Ａは、漁を行うようになってから本事故発生日までの漁の回数

は５～６回で、Ａ船で出漁する際は船長Ｂと事前に調整の上、Ｂ船に

付いて船長Ｂから釣り方や漁場等について指導を受けており、１人で

漁に出たことがなかった。 

 船長Ａは、船長Ｂから上嘉鉄港に向かうと聞かされた際、喜界島の

港に入港したことがなく、夜間航行も本事故日が初めてだったので、

無事に入港できるか不安を抱いており、喜界島周辺海域の航行及び夜

間の航行に慣れていなかった。 

 船長Ａは、Ａ船にはＧＰＳプロッターが設置され、小湊漁港へ帰港

する際に同プロッター画面に映った航跡を見たことはあったが、同プ

ロッターは古くて電源を入れても立ち上がりが遅いので使い難いと思

っており、これまでに同プロッターで船位の確認を行ったことがな

く、本事故当日、上嘉鉄港に向けてＢ船の後方を航行していた際、同

プロッターの電源を入れていたが、画面を見ることはなかった。 

 船長Ａは、航行中、周囲が暗いと感じており、水銀灯の明かりを見

付けた際、小さくて色の判別までできておらず、周囲に他船の灯火を

視認することもなかった。 

 船長Ｂは、船長Ａからゆっくり走ってほしい旨を携帯電話で聞いた

際、Ｂ船のオートパイロットを設定したままの状態だったので、速力

を上げていないことを船長Ａに伝え、Ｂ船内の居室で夕飯の支度を始

めた後、引き続き食事をとって居室から出ることなく、上嘉鉄港に向

けて航行を続けた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、上嘉鉄港に向けてＢ船の後方を航行中、船長Ａが、本件灯

火を見ながら航行していたものの、降雨により周囲が見え難い状態と

なって本件灯火を見失った後、水銀灯の明かりを本件灯火と思い込ん

で航行を続けたことから、同港西岸の干出浜に向けた進路となり、干

出浜に乗り揚げたものと推定される。 

 船長Ａは、１人で漁に出たことがなく、喜界島の港に入港した経験

もなく、夜間航行も本事故日が初めてであり、無事に入港できるか不

安を抱いており、喜界島周辺海域の航行及び夜間の航行に慣れていな

かったことから、水銀灯の明かりを本件灯火と思い込んだものと考え

られる。 

 船長Ａは、航行中、Ａ船のＧＰＳプロッターを作動させていたもの

の、同プロッターを使い難いと思っており、これまでに同プロッター

で船位の確認を行っていなかったことから、同プロッターを十分に活

用していなかったものと考えられる。 
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 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の後方を２００ｍ程度離れて付いて来るのを

確認してＡ船が問題なく航行していると思い、その後Ｂ船内の居室で

夕飯の支度を始めた後、引き続き食事をとって居室から出ていないこ

とから、Ａ船の航行状況を把握していなかったものと推定される。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が上嘉鉄港に向けてＢ船の後方を航行中、船

長Ａが、本件灯火を見ながら航行していたものの、降雨により周囲が

見え難い状態となって本件灯火を見失った後、水銀灯の明かりを本件

灯火と思い込んで航行を続けたため、同港西岸の干出浜に向けた進路

となり、干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間航行の際、目視のほか、ＧＰＳプロッターを十分に

活用して船位の確認を行い、周辺海域の浅瀬等の状況を把握する

こと。 

 ・船長は、初めて航行する海域について、詳しい者に聞いたり、海

図等で情報収集を行い、危険な箇所を予め把握すること。 

 ・漁等の経験が豊富な者は、指導に当たる際、経験の少ない者の動

向を注視するなど安全の確保に努めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県 

奄美大島 

喜界島 

奄美大島 

喜界島 

小湊漁港 

ウガミ礁 

✖ 

シツル埼灯台 

喜界島南端 

上嘉鉄港 

手久津久港 

事故発生場所 

（令和２年１２月１１日 

 １９時３０分ごろ発生） 

錨泊してＡ船が流された海域 

防波堤 防波堤 

岸壁 
水銀灯が設置されている箇所 
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写真１ Ａ船 

写真２ Ａ船損傷状況① 

舵に曲損 

プロペラ翼に折損 

船底外板に破口 

写真３ Ａ船損傷状況② 

船底外板に破口 


